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１ 平成２５年度健全化判断比率報告書 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によ

り，健全化判断比率を次のとおり報告する。 

 

（１）総括表 

（単位：％） 

区 分 
実質赤字 

比 率 

連結実質赤字 

比 率 

実質公債費 

比 率 

将来負担 

比 率 

平成 25年度決算 

健全化判断比率 
－ － １０．５ ２４．９ 

(早期健全化基準) （１５.０） （２０．０） （２５．０） （３５０.０） 

(財政再生基準) （２０．０） （３０．０） （３５．０） － 

注１ 実質赤字額又は連結赤字額がない場合は，「－」を記載している。 

注２ 連結実質赤字比率の財政再生基準は，平成 20年度決算分からの 3年間、経過的な基準（市

町村は 40%→40%→35%）が設けられていたが、平成 23 年度決算分以降は「30%」とされている。                       

 

＜参 考＞ 比率の概要 

区   分 概      要 

実質赤字比率 
（一般会計等の実質赤字の比率） 

町税，地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源と

している一般会計等について，歳出に対する歳入の不足額

（いわゆる赤字額）を町の一般財源の標準的な規模を表す

標準財政規模の額で除したものである。 

連結実質赤字比率 
（全ての会計の実質赤字の比率） 

町のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して，町全体

としての歳出に対する歳入の資金不足額を，町の一般財源

の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したもので

ある。 

実質公債費比率 
（公債費等の比重を示す比率） 

町の一般会計等の支出のうち，義務的に支出しなければ

ならない経費である公債費や公債費に準じた経費を町の

標準財政規模を基本とした額で除したものの３か年の平

均値である。 

将来負担比率 
（地方債残高のほか一般会計等

が将来負担すべき実質的な負債

を捉えた比率） 

町の一般会計等が将来的に負担することになっている

実質的な負債にあたる額（将来負担額）を把握し，この将

来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を

控除の上，町の標準財政規模を基本とした額で除したもの

である。 
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（２）実質赤字比率 

（単位：％） 

 実質赤字比率 － 
 <参考>  

実質収支比率（黒字）3.53 

注 実質赤字額がない場合は，「－」を記載している。 

 

【算定方法】 

 

 実質赤字比率   ＝ 

          

      

＜参 考＞ 

実質収支比率   ＝              ＝  ３．５３％ 

 

 

 

           

 

（３）連結実質赤字比率 

（単位：％） 

 連結実質赤字比率 － 
<参考> 

連結実質収支比率（黒字）22.55 

注 連結実質赤字額がない場合は，「－」を記載している。 

 

【算定方法】 

 

 連結実質赤字比率 ＝ 

 

 

＜参 考＞ 

連結実質収支比率 ＝              ＝ ２２．５５％ 

 

 

           

一般会計の実質赤字額（※実質収支額がマイナスの場合のみ） 

標準財政規模 

  １７１，２４１千円 

４，８３９，８６０千円 

標準財政規模 

連結実質赤字額（※実質収支額がマイナスの場合のみ） 

  １，０９１，６５２千円 

４，８３９，８６０千円 
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（４）実質公債費比率 

（単位：％） 

 実質公債費比率（３か年平均） １０.５ 

 

【算定方法】 

                  

 実質公債費比率＝ 

（単年度） 

 

 
              ４２３，４２４千円 
          ＝              ＝ ９．９８１７９％ 
             ４，２４１，９６６千円 
 

 

 

           （H23）    （H24）    （H25） 

          11.22234％ ＋ 10.47768％ ＋ 9.98179％ 

（３か年平均）                     ＝ １０．５％ 

 

（５）将来負担比率 

（単位：％） 

 将来負担比率 ２４．９ 

 

【算定方法】 

 

 将来負担比率 ＝ 

 

 

 

 ＝                 ＝  ２４．９％ 

 

 

          

（元利償還金＋準元利償還金） 

－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額 

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

１，０６０，１４７千円 

４，２４１，９６６千円 
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２ 平成２５年度資金不足比率報告書 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より，資金不足比率を次のとおり報告する。 

 

（１） 総括表 

（単位：％） 

区  分 

法適用企業 法非適用企業 

上水道事業会計 公共下水道事業特別会計 

平成25年度決算 

資金不足比率 
－ － 

(経営健全化基準) （２０．０）※公営企業ごと 

 注 資金不足額がない場合は，「－」を記載している。 

 

 

＜参 考＞ 比率の概要 

 

区   分 概      要 

資金不足比率 
（公営企業ごとの資金不足額の

比率） 

一般会計等の実質収支にあたる公営企業会計における

資金不足について，公営企業の事業規模に対する比率を表

したものである。 
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（２）法適用企業 

宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業 

 

資金不足比率                                                      （単位：％） 

上水道事業会計 － 
<参考> 

※資金剰余比率（黒字） 151.2 

注 資金不足額がない場合は，「－」を記載している。 

 

【算定方法】 

 

 資金不足比率  ＝ 

 

 

＜参 考＞ 

 

 資金剰余比率  ＝                                   ＝   １５１．２％ 

 

 

（３）法非適用企業 

宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業 

   

資金不足比率                                                      （単位：％） 

公共下水道事業特別会計 － 
<参考> 

※資金剰余比率（黒字）  3.7 

注 資金不足額がない場合は，「－」を記載している。 

 

 

【算定方法】 

 

 資金不足比率  ＝ 

 

 

＜参 考＞ 

 

 資金剰余比率  ＝                                  ＝   ３．７％ 

 

 

６８５，８３１千円 

４５３，４５６千円 

  ９，６３８千円 

２５７，９５６千円 

資金不足額 

事業規模 

資金不足額 

事業規模 
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《資料》 

 

健全化判断比率及び資金不足比率の対象範囲 ※熊野町(H25 決算)の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資
金
不
足
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

特 別 会 計：国民健康保険事業特別会計 

介護保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

 

 

公営企業会計：上水道事業会計 

公共下水道事業特別会計 

公 営 事 業 会 計 

 

設立法人の負債額等に係る一般会計等の将来負担見込額 

 熊野町土地開発公社 

 財団法人筆の里振興事業団 

地方公社・第三セクター等 

安芸地区衛生施設管理組合 

広島県市町総合事務組合 

広島県後期高齢者医療広域連合 

広島県海田高等学校財産組合 

一部事務組合・広域連合 

将
来
負
担
比
率 

実
質
赤
字
比
率 

※
会
計
ご
と
に
算
定 

一般会計 

一 般 会 計 等 

土地取得特別会計  


